
 
 

議案第２７号 

 

債権の放棄について 

 

下記のとおり債権を放棄するにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第１０号の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成２９年２月２０日提出 

 

三田市長 森  哲 男    

 

記 

 

１ 債権の名称 

市営住宅使用料及び合併浄化槽維持管理費 

 

２ 債 務 者 

兵庫県神戸市北区八多町●●●●●●●●● 

●● ●● 

 

３ 債 権 金 額 

１，７１１，０５０円 

（内訳） 市営住宅使用料  １，４５２，６００円 

         合併浄化槽維持管理費 ２５８，４５０円 

 

４ 放棄の理由 

   上記債務者は、家賃等の滞納による建物明渡等請求訴訟の後退去しており、

当該訴訟の確定判決に係る消滅時効の期間が満了していること及び生活保護を

受給していることから、債権の回収が見込めないため。 

 

 

36



 
 

議案第２８号 

 

債権の放棄について 

 

下記のとおり債権を放棄するにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第１０号の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成２９年２月２０日提出 

 

三田市長 森  哲 男    

 

記 

 

１ 債権の名称 

市営住宅使用料 

 

２ 債 務 者 

兵庫県神戸市北区花山東町●●●●●●●●● 

 ●● ●  

 

３ 債 権 金 額 

１，０６５，９００円 

 

４ 放棄の理由 

   上記の債務者は、家賃等の滞納による建物明渡等請求訴訟の後退去しており、

当該訴訟の確定判決に係る消滅時効の期間が満了していること及び居所不明で

あることから、債権の回収が見込めないため。 
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